
下記の理由により別紙書類を添えて、保険料の減免を申請します。

支払いを困難とする申請理由（該当する番号と事由に〇印をつけてください）

１．事業又は業務の不振、休廃止、失業等の理由により、所得が著しく減少したため
・退職 ・事業の休廃止 ・事業の不振 ・給与の減少
・個人年金　又は　企業年金の受給終了
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【減免事由該当年月日：  令和８年　３月　３１日】
（添付書類：①事実を証明する書類、②所得見込みがわかる書類、③収入状況報告書）

・全壊　又は　全焼　又は　大規模半壊
・中規模半壊　又は　半壊　又は　半焼
・床上浸水   又は　消火のための損害
【減免事由該当年月日：  　　　　年　　　月　　　日】 （添付書類：罹災証明書等）

３．被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたため

４．旧被扶養者に該当するため（国民健康保険組合は対象外）

【減免事由該当年月日：  　　　　年　　　月　　　日】　（添付書類：資格喪失証明書等）

　　　　令 和 8 年 度 国 民 健 康 保 険 料 減 免 申 請 書 受　付　印

（宛先）東大阪市長 令和8年6月16日

住所　東大阪市 荒本北１－１－１

市データ処理欄

世帯主氏名 東大阪　太郎

電話番号 （０６）４３０９－３１６８ 被　保　険　者　番　号

1234567

1.減免事由該当者氏名：東大阪　二郎 （生年月日：昭和XX年５月２７日）

２．震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたため

【減免事由該当年月日：  　　　　年　　　月　　　日】　（添付書類：収容証明書、在監証明書等）

承認 不承認
開始　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　月終了

所得減少　　災害　　拘禁　　旧被扶養者

判定結果 適用月 申請理由 更正期別 減免率

月 月 期 ％

不承認理由

1 申告内容不備 2 未申告者あり 3 所得割額なし 4 限度額超過

8 対象期間賦課なし

9 年齢非該当（６５歳未満） 10 被用者保険の旧被扶養者でない 11 その他(            　　　　　　　　　　　　　　　　　)

5 所得減少率３０％未満 6 所得割なし(非失) 7 被害程度対象外

所得減少減免 不足書類 (有・無)　※受付時、職員が必ず記入。 メモ欄

年　 　月 　　日ＯＬ処理 新規・更正

入力者 入力日 確認者

東大阪市国民健康保
険条例第22条の規定
により上記のとおり
決定してよろしいか

決裁日　　年　　月　　日
課長 総括主幹 主査 係員 受付者

起案日　　年　　月　　日

受取日 名 前 不 足 書 類 期 間

／ 失業・給与・営業・年金・他( 　　　　　　) (　 　)月分～(　 　)月分

／ 失業・給与・営業・年金・他( 　　　　　　) (　 　)月分～(　 　)月分

／ 失業・給与・営業・年金・他( 　　　　　　) (　 　)月分～(　 　)月分

／ 失業・給与・営業・年金・他( 　　　　　　) (　 　)月分～(　 　)月分

／ 失業・給与・営業・年金・他( 　　　　　　) (　 　)月分～(　 　)月分

記入例
日付・住所・国民健康保険の世帯
主名・電話番号・被保険者番号
（上7桁）をご記入お願いします。

所得が減少される方に
ついてご記入お願いし
ます。

（１）事業又は業務の不振、休廃止、失業等の理由により所得が著しく減少する場合は、『１．』に丸をつけて
ください。

（２）所得が著しく減少する理由（退職、事業の休廃止、事業の不振、給与の減少、個人年金又は企業年金の
受給終了）に丸をつけてください。その他の理由の時は『・その他』に丸をつけ『（ ）』内に
具体的な理由を記載してください。

（注意）長期・短期譲渡所得、一時所得などの非経常所得の減少は、所得減少減免の対象外です。
申請前日までに納付済みの期別保険料がある場合は、納付済みの期別に該当する月までの
保険料は減免対象外です。

（３）『減免事由該当年月日』欄には、退職・休廃業を理由とする場合はその日付、事業の不振・給与の減少等を
理由とする場合は、「令和８年５月頃」のように減少し始めた月の記入でも可です。

（４）期日までに添付書類の提出がない場合は、減免の判定ができず不承認となりますのでご注意ください。
＊添付書類が不明な場合は、事前に保険料課（℡：06-4309-3168）へお問合せください。
＊特別な事情がない限り原則申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

⇒退職証明書や給与明細書等が速やかに入手できない場合は、保険料課にご相談ください。
＊収入状況報告書は所得の有無にかかわらず令和８年１月１日時点で１９歳以上（１９歳未満であっても

昨年中に収入があった場合や申請月以降に何らかの収入が見込まれる方も含む）の国民健康保険の
加入者全員について必要です。
⇒収入状況報告書と収入状況報告書（記入例）、適用月チェック票、減免注意点チェック票もダウンロード
できますので必ずご確認・添付ください。

府共通基準の減免ですので、特別な事情がない限り原則申請があった月（注）以降の保険料が減免の対象となります。

お早めに、ご相談・申請ください。

（注）・郵便の場合は、必着です。

・申請前日までに納付済みの期別保険料がある場合は、納付済みの期別に該当する月までの

保険料は減免対象外です。

・申請後、再就職（パート・アルバイト含む）、給与収入や営業所得等に変化があった場合は、
再判定の対象となります。

（例）令和８年３月３１日に退職。それ以降、所得が減少し令和８年４月から減免事由に該当する世帯の場合
①令和８年６月３０日（令和８年度 第１期納付期限：６月納付分）までに減免申請を行ったとき

⇒令和８年４月から令和９年３月までの１年間分の保険料が減免の対象。
②令和８年７月３１日（令和８年度 第２期納付期限：７月納付分）までに減免申請を行ったとき

⇒令和８年７月から令和９年３月までの９ヶ月分の保険料が減免の対象。
③令和８年１１月２日（令和８年度 第５期納付期限：１０月納付分）までに減免申請を行ったとき

⇒令和８年１０月から令和９年３月までの６ヶ月分の保険料が減免の対象。
以降、同様に申請月によって減免の対象となる保険料が異なります。

（ただし、資格取得日から１４日を過ぎて資格取得の届出を行った（加入届の遅延）場合は、この限りではありません。）

（例）主 太郎 年金のみ
妻 花子 収入なし
子 二郎 令和8年3月31日退職
子 三郎 アルバイト収入あり

4人世帯とします。



（宛先）東大阪市長

〚 申 請 理 由（ 備 考 欄 ） 〛 

※これより以下、職員記入欄

非失がある場合の所得
前年給与所得

(調整前)
×0.3

非失後 給与所得
－

調整控除
+

その他の所得
=

判定用前年所得

円 円 円 円 円

円 
合計

円  円  円 

営業・不動産・雑・配当・一時・総合譲渡短期・長期所得  等
所得の種類 事由後３ヶ月の所得

年金収入 

円  円  円 
年金収入

円 
円  円  円 

年金所得

※控除は前年と同額※

非失該当 事由後３ヶ月の給与収入（専従者給与含む）

非失該当
所得

円 
円  円  円 

              ※この例の場合空白でも可

※ 非経常所得とは、土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得、総合譲渡短期・長期所得、先物取引所得など

前年所得 分離課税 変化（ 有 ・ 無 ）

総所得
金額等

円 

 年間

円 

公的年金 無し 減少・増加・変化なし 年金支払通知書 等（老齢・厚生・企業・
共済・退職年金、国民年金基金）

無し 減少・増加・変化なし

営業 無し 減少・増加・変化なし 台帳・帳簿 等

不動産 無し 減少・増加・変化なし 台帳・入金票 等

非経常所得 ※ 無し 減少・増加・変化なし 申立書・確定申告用資料 等

給与
（一般・専従）

無し
減少・増加・変化なし

退職証明書・給与明細書 等≪退職の場合のみ回答してください≫
退職翌月の収入は、退職以前と同水準ですか。（□はい・□いいえ）

みだしのことにつきまして、次のとおり報告します。なお、申請後に見込み収入状況に変化があった場合は、すみやかに修正の届け出を致します。

収 入 項 目 収 入 状 況 添 付 資 料
収入無し 収入有り

収 入 状 況 報 告 書

被保険者番号 1234567

被保険者氏名 東大阪　太郎

記入例１

非経常所得・給与・営業・
不動産・公的年金外にその
他雑所得（個人年金等）や
総合課税の配当所得等の収
入がある場合は、追記して
ください。

非経常所得・給与・営業・不動産・公的年金について
「無し」「減少」「増加」「変化なし」のいずれかに
丸をつけてください。

このスペース
（点線 ｰｰｰより下部）
は、職員記入欄ですの
で、申請時記入不要で
す。

※収入状況報告書は１人１枚。
⇒世帯での所得減少率で判定するため、令和８年１月１日時点で、19歳以上の
同一世帯の被保険者について全員必要です。
なお、19歳未満であっても、令和7年中に収入があった場合や申請月以降に
収入が見込まれる場合も必要です。

（例）主 太郎 年金のみ 妻 花子 収入なし
子 二郎 令和８年３月３１日退職 子 三郎 アルバイト収入あり
の4人世帯とします。



（宛先）東大阪市長

〚 申 請 理 由（ 備 考 欄 ） 〛 

※これより以下、職員記入欄

非失がある場合の所得
前年給与所得

(調整前)
×0.3

非失後 給与所得
－

調整控除
+

その他の所得
=

判定用前年所得

円 円 円 円 円

円 
合計

円  円  円 

営業・不動産・雑・配当・一時・総合譲渡短期・長期所得  等
所得の種類 事由後３ヶ月の所得

年金収入 

円  円  円 
年金収入

円 
円  円  円 

年金所得

※控除は前年と同額※

非失該当 事由後３ヶ月の給与収入（専従者給与含む）

非失該当
所得

円 
円  円  円 

  ※この例の場合空白でも可

※ 非経常所得とは、土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得、総合譲渡短期・長期所得、先物取引所得など

前年所得 分離課税 変化（ 有 ・ 無 ）

総所得
金額等

円 

 年間

円 

公的年金 無し 減少・増加・変化なし 年金支払通知書 等（老齢・厚生・企業・
共済・退職年金、国民年金基金）

無し 減少・増加・変化なし

営業 無し 減少・増加・変化なし 台帳・帳簿 等

不動産 無し 減少・増加・変化なし 台帳・入金票 等

非経常所得 ※ 無し 減少・増加・変化なし 申立書・確定申告用資料 等

給与
（一般・専従）

無し
減少・増加・変化なし

退職証明書・給与明細書 等≪退職の場合のみ回答してください≫
退職翌月の収入は、退職以前と同水準ですか。（□はい・□いいえ）

みだしのことにつきまして、次のとおり報告します。なお、申請後に見込み収入状況に変化があった場合は、すみやかに修正の届け出を致します。

収 入 項 目 収 入 状 況 添 付 資 料
収入無し 収入有り

収 入 状 況 報 告 書

被保険者番号 1234567

被保険者氏名 東大阪　花子

記入例２

このスペース
（点線 ｰｰｰより下部）
は、職員記入欄ですの
で、申請時記入不要で
す。

完全に何も収入が「無し」の方であっても、収入状況報告書は必要です。
ただし添付書類は不要です。

※令和８年度所得（令和７年中の収入）が未申告ならば所得申告が必要です。

※収入状況報告書は１人１枚。
⇒世帯での所得減少率で判定するため、令和８年１月１日時点で、19歳以上の
同一世帯の被保険者について全員必要です。
なお、19歳未満であっても、令和7年中に収入があった場合や申請月以降に
収入が見込まれる場合も必要です。

（例）主 太郎 年金のみ 妻 花子 収入なし
子 二郎 令和８年３月３１日退職 子 三郎 アルバイト収入あり
の4人世帯とします。



（宛先）東大阪市長

〚 申 請 理 由（ 備 考 欄 ） 〛 

※これより以下、職員記入欄

非失がある場合の所得
前年給与所得

(調整前)
×0.3

非失後 給与所得
－

調整控除
+

その他の所得
=

判定用前年所得

円 円 円 円 円

円 
合計

円  円  円 

営業・不動産・雑・配当・一時・総合譲渡短期・長期所得  等
所得の種類 事由後３ヶ月の所得

年金収入 

円  円  円 
年金収入

円 
円  円  円 

年金所得

※控除は前年と同額※

非失該当 事由後３ヶ月の給与収入（専従者給与含む）

非失該当
所得

円 
円  円  円 

  令和８年３月３１日退職、以降給与なし

※ 非経常所得とは、土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得、総合譲渡短期・長期所得、先物取引所得など

前年所得 分離課税 変化（ 有 ・ 無 ）

総所得
金額等

円 

 年間

円 

公的年金 無し 減少・増加・変化なし 年金支払通知書 等（老齢・厚生・企業・
共済・退職年金、国民年金基金）

無し 減少・増加・変化なし

営業 無し 減少・増加・変化なし 台帳・帳簿 等

不動産 無し 減少・増加・変化なし 台帳・入金票 等

非経常所得 ※ 無し 減少・増加・変化なし 見込み台帳・帳簿 等

給与
（一般・専従）

無し
減少・増加・変化なし

退職証明書・給与明細書 等≪退職の場合のみ回答してください≫
退職翌月の収入は、退職以前と同水準ですか。（□はい・☑いいえ）

みだしのことにつきまして、次のとおり報告します。なお、申請後に見込み収入状況に変化があった場合は、すみやかに修正の届け出を致します。

収 入 項 目 収 入 状 況 添 付 資 料
収入無し 収入有り

収 入 状 況 報 告 書

被保険者番号 1234567

被保険者氏名 東大阪　二郎

記入例３

元々給与収入があったが、退職することでゼ
ロになる場合は前年に比べて減少している事
になるので「減少」に丸をつけてください。

退職の場合は、”はい” か ”いいえ” に
をつけてください。

このスペース
（点線 ｰｰｰより下部）
は、職員記入欄ですの
で、申請時記入不要で
す。

≪添付資料≫

・令和８年３月３１日付の退職証明書写しを添付してください。
・令和８年４月から完全に収入０円ならば、退職証明書写しが添付されている事で
４月以降の給与明細書の添付は不要です。

≪記入事項≫

①『退職翌月の収入は、退職以前と同水準ですか。□はい・□いいえ）』欄は
減免の適用月の判定のために必要ですので、上記質問について必ず回答が必要で
す。
例）３月３１日退職の場合は、4月支給分の給与が退職前の月と比べ同水準であ

るか否かを“はい”か "いいえ”のいずれかに をつけることで回答して
ください。

②『申請理由』欄は、減免申請書の『減免事由該当者氏名』欄に記名されている方
については必ず記載してください。
この記入例の場合は二郎様の退職により世帯の所得が著しく減少するとのことで
すので、『令和８年３月３１日退職、以降所得なし』と記載しています。

（注）複数の会社で働き給与を受けていた場合は、退職していない会社の給与明細書
の写しの添付も必要です。
⇒世帯の減免申請月以降の連続する３か月の給与明細書の写しが必要です。

※収入状況報告書は１人１枚。
⇒世帯での所得減少率で判定するため、令和８年１月１日時点で、19歳以上の
同一世帯の被保険者について全員必要です。
なお、19歳未満であっても、令和7年中に収入があった場合や申請月以降に
収入が見込まれる場合も必要です。

（例）主 太郎 年金のみ 妻 花子 収入なし
子 二郎 令和８年３月３１日退職 子 三郎 アルバイト収入あり
の4人世帯とします。



（宛先）東大阪市長

〚 申 請 理 由（ 備 考 欄 ） 〛 

※これより以下、職員記入欄

非失がある場合の所得
前年給与所得

(調整前)
×0.3

非失後 給与所得
－

調整控除
+

その他の所得
=

判定用前年所得

円 円 円 円 円

円 
合計

円  円  円 

営業・不動産・雑・配当・一時・総合譲渡短期・長期所得  等
所得の種類 事由後３ヶ月の所得

年金収入 

円  円  円 
年金収入

円 
円  円  円 

年金所得

※控除は前年と同額※

非失該当 事由後３ヶ月の給与収入（専従者給与含む）

非失該当
所得

円 
円  円  円 

  ※この例の場合空白でも可

※ 非経常所得とは、土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得、総合譲渡短期・長期所得、先物取引所得など

前年所得 分離課税 変化（ 有 ・ 無 ）

総所得
金額等

円 

 年間

円 

公的年金 無し 減少・増加・変化なし 年金支払通知書 等（老齢・厚生・企業・
共済・退職年金、国民年金基金）

無し 減少・増加・変化なし

営業 無し 減少・増加・変化なし 台帳・帳簿 等

不動産 無し 減少・増加・変化なし 台帳・入金票 等

非経常所得 ※ 無し 減少・増加・変化なし 申立書・確定申告用資料 等

給与
（一般・専従）

無し
減少・増加・変化なし

退職証明書・給与明細書 等≪退職の場合のみ回答してください≫
退職翌月の収入は、退職以前と同水準ですか。（□はい・□いいえ）

みだしのことにつきまして、次のとおり報告します。なお、申請後に見込み収入状況に変化があった場合は、すみやかに修正の届け出を致します。

収 入 項 目 収 入 状 況 添 付 資 料
収入無し 収入有り

収 入 状 況 報 告 書

被保険者番号 1234567

被保険者氏名 東大阪　三郎

記入例４

このスペース
（点線 ｰｰｰより下部）
は、職員記入欄ですの
で、申請時記入不要で
す。

※収入状況報告書は１人１枚。
⇒世帯での所得減少率で判定するため、令和８年１月１日時点で、19歳以上の
同一世帯の被保険者について全員必要です。
なお、19歳未満であっても、令和7年中に収入があった場合や申請月以降に
収入が見込まれる場合も必要です。

（例）主 太郎 年金のみ 妻 花子 収入なし
子 二郎 令和８年３月３１日退職 子 三郎 アルバイト収入あり
の4人世帯とします。

アルバイト収入に「変化なし」の申出の場合でも、変化がないことを証明
するために、給与明細書の写しが必要です。
⇒世帯の減免申請月以降の連続する３か月の給与明細書の写しが必要です。

※令和８年度所得（令和７年中の収入）が未申告ならば所得申告が必要です。


